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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム製又はアルミニウム合金製の電線の端部にかしめられて圧着される圧着端
子であって、
　前記電線の端部にかしめられて圧着される圧着部を有し、金属材料で形成された端子本
体部と、
　前記端子本体部の表面を被覆するように形成された下地めっき層の表面の少なくとも一
部を被覆するように形成された、ポーラスめっき層と、
　を備え、
　前記ポーラスめっき層は、穴及び空隙の少なくともいずれかとして設けられたポーラス
構造が分散して形成された多孔質体として構成され、
　前記ポーラスめっき層は、少なくとも、前記圧着部を被覆する前記下地めっき層の表面
であって前記圧着部が前記電線に圧着された際に当該圧着部において前記電線に対して電
気的に接続される部分を被覆するように設けられ、
　前記ポーラスめっき層を形成する金属は、Ｎｉ又はＮｉ合金であり、
　前記ポーラスめっき層の表面には、当該ポーラスめっき層において前記穴として設けら
れた前記ポーラス構造が一様に分散していることで構成された凹凸構造が設けられ、
　前記圧着部が前記電線の端部にかしめられて圧着される際、前記凹凸構造におけるエッ
ジ状の部分が、前記電線の表面の酸化被膜を削ってクリーニングしながら、前記電線の表
面に食い込む状態となるように構成されていることを特徴とする、圧着端子。
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【請求項２】
　アルミニウム製又はアルミニウム合金製の電線の端部にかしめられて圧着される圧着端
子であって、
　前記電線の端部にかしめられて圧着される圧着部を有し、金属材料で形成された端子本
体部と、
　前記端子本体部の表面を被覆するように形成された下地めっき層の表面の少なくとも一
部を被覆するように形成された、ポーラスめっき層と、
　を備え、
　前記ポーラスめっき層は、穴及び空隙の少なくともいずれかとして設けられたポーラス
構造が分散して形成された多孔質体として構成され、
　前記ポーラスめっき層は、少なくとも、前記圧着部を被覆する前記下地めっき層の表面
であって前記圧着部が前記電線に圧着された際に当該圧着部において前記電線に対して電
気的に接続される部分を被覆するように設けられ、
　前記ポーラスめっき層を形成する金属は、Ｎｉ又はＮｉ合金であり、
　前記ポーラスめっき層の表面には、当該ポーラスめっき層において前記ポーラス構造が
分散していることで構成された凹凸構造が設けられ、
　前記ポーラスめっき層において前記空隙として設けられた前記ポーラス構造が配置され
ている領域においては、当該ポーラスめっき層の厚み方向に沿って配置される前記空隙の
数が１つ又は２つであり、
　前記圧着部が前記電線の端部にかしめられて圧着される際、前記凹凸構造におけるエッ
ジ状の部分が、前記電線の表面の酸化被膜を削ってクリーニングしながら、前記電線の表
面に食い込む状態となるように構成されていることを特徴とする、圧着端子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線の端部にかしめられて圧着される圧着端子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電線を他の導体に対して電気的に接続するための端子として、電線の端部に
かしめられて圧着される圧着端子が用いられている。このような圧着端子として、特許文
献１に開示されたものが知られている。
【０００３】
　特許文献１に開示された圧着端子（コネクタ２）は、アルミニウム電線の端部に圧着さ
れて接続される圧着端子として構成されている。特許文献１に開示された圧着端子は、ア
ルミニウム電線（アルミニウム電線１）の端部にかしめられて接続される部分である圧着
部（圧着部３）に、傾斜面（傾斜面５）を有する複数の突出部（突起４）が設けられてい
る。
【０００４】
　特許文献１の圧着端子がアルミニウム電線の端部にかしめられる際には、上記の複数の
突出部が、アルミニウム電線の表面に圧入される。これにより、アルミニウム電線の表面
部に上記の傾斜面に沿ったひずみ領域が形成される。特許文献１の圧着端子は、上述した
構造により、電線材料の冷間流れの発生によってアルミニウム電線と圧着部との間の圧着
力が時間経過とともに低下してアルミニウム電線と圧着部との間の電気抵抗が増大してし
まうことを、抑制するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１８７４００号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された圧着端子においては、上記のように、電線の端部にかしめられ
て圧着される圧着部に、傾斜面を有する複数の突出部を設ける必要がある。このため、複
雑な構造を有する圧着部を形成する必要があり、製造上の負担が増大することになる。ま
た、上記の複雑な形状を金型を用いて形成する際、繰り返しての使用に伴う金型の経時的
な劣化が生じると、上記の複雑な形状に関する品質の低下を生じることになる。このため
、金型の経時的な劣化に伴って生じる圧着端子表面の形状に関する品質の低下を防止する
ための品質管理上の負担が増大することになる。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みることにより、電線と圧着部との間の電気抵抗の増大を抑制
でき、製造上及び品質管理上の負担の増大も抑制することができる、圧着端子を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）上記目的を達成するための本発明のある局面に係る圧着端子は、電線の端部にかし
められて圧着される圧着端子であって、前記電線の端部にかしめられて圧着される圧着部
を有し、金属材料で形成された端子本体部と、前記端子本体部の表面を被覆するように形
成された下地めっき層の表面の少なくとも一部を被覆するように形成された、ポーラスめ
っき層と、を備え、前記ポーラスめっき層は、穴及び空隙の少なくともいずれかとして設
けられたポーラス構造が分散して形成された多孔質体として構成され、前記ポーラスめっ
き層は、少なくとも、前記圧着部を被覆する前記下地めっき層の表面であって前記圧着部
が前記電線に圧着された際に当該圧着部において前記電線に対して電気的に接続される部
分を被覆するように設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　この構成によると、ポーラス構造が分散して形成された多孔質体として構成されたポー
ラスめっき層が、少なくとも、圧着部を被覆する下地めっき層の表面を被覆するように設
けられる。このため、圧着部の表面には、ポーラスめっき層の凹凸構造が非常に多く存在
している。そして、圧着部が電線の端部にかしめられて圧着される際、上記の多数の凹凸
構造におけるエッジ状の部分が、電線の表面の酸化被膜を削ってクリーニングしながら、
電線の表面に食い込む状態となる。このため、電線の表面において、電気抵抗を増大させ
る要因となる酸化被膜が削られた状態で圧着部の表面と電線の表面とが接触した状態が維
持されるため、電気抵抗が増大してしまうことを抑制することができる。更に、上記の多
数の凹凸構造が、電線の表面に食い込む状態となるため、電線材料の冷間流れの発生を抑
制することができる。よって、電線材料の冷間流れの発生によって電線と圧着部との間の
圧着力が時間経過とともに低下して電線と圧着部との間の電気抵抗が大きくなってしまう
ことを、抑制することができる。
【００１０】
　尚、上記の構成によると、ポーラスめっき層における多数の凹凸構造が、電線の表面に
食い込む状態となるため、圧着部における電線の保持力を向上させることができる。これ
により、圧着端子を電線の端部により強固に安定して固定することができる。
【００１１】
　また、上記の構成によると、圧着部を被覆する下地めっき層の表面を被覆するようにポ
ーラスめっき層を設けることで、電線と圧着部との間の電気抵抗の増大を抑制できる上記
の多数の凹凸構造を、容易に形成することができる。このため、製造上の負担の増大を抑
制することができる。更に、圧着部を被覆する下地めっき層の表面を被覆するようにポー
ラスめっき層を設けるため、先行技術において開示された圧着端子のような複雑な形状の
端子表面を形成するための金型もそもそも不要となる。このため、金型の経時的な劣化に
伴って生じる圧着端子表面の形状に関する品質の低下の防止のための品質管理上の負担も
そもそも生じない。よって、品質管理上の負担の増大を抑制することができる。
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【００１２】
　従って、上記の構成によると、電線と圧着部との間の電気抵抗の増大を抑制でき、製造
上及び品質管理上の負担の増大も抑制することができる、圧着端子を提供することができ
る。
【００１３】
（２）前記電線は、アルミニウム製の電線又はアルミニウム合金製の電線であることが好
ましい。
【００１４】
　アルミニウム電線は、銅電線に比して、軽量であり、安価である。このため、アルミニ
ウム電線を用いることで、重量上及び価格上のメリットを享受することができる。一方、
電線がアルミニウム製又はアルミニウム合金製の場合、電線の表面の酸化被膜が強靭なた
め、一般的に、圧着端子の表面で酸化被膜を破壊し、酸化被膜の内側の電線の母材金属と
圧着端子の表面との間で安定した接触を確保して電気抵抗を安定化させることが難しい。
また、電線がアルミニウム製又はアルミニウム合金製の場合、圧着端子の圧着部がかしめ
られた電線の表面及びその近傍において、電線材料の冷間流れが生じ易い傾向がある。し
かしながら、上記の構成によると、ポーラスめっき層における多数の凹凸構造が、アルミ
ニウム製又はアルミニウム合金製の電線の表面の酸化被膜を破壊して酸化被膜の内側の母
材金属により確実に食い込んで接触する状態となるため、電気抵抗を容易に安定化させる
ことができる。また、上記の構成によると、ポーラスめっき層における多数の凹凸構造が
、アルミニウム製又はアルミニウム合金製の電線の表面に食い込む状態となるため、電線
材料の冷間流れの発生を効率よく抑制することができる。これにより、電線材料の冷間流
れの発生によって電線と圧着部との間の圧着力が時間経過とともに低下して電線と圧着部
との間の電気抵抗が大きくなってしまうことを、効率よく抑制することができる。
【００１５】
（３）前記ポーラスめっき層を形成する金属は、Ｎｉ又はＮｉ合金であることが好ましい
。
【００１６】
　この構成によると、ポーラスめっき層を形成する金属が、硬度の高いＮｉ又はＮｉ合金
として構成される。このため、圧着部が電線の端部にかしめられて圧着される際、ポーラ
スめっき層における多数の凹凸構造におけるエッジ状の部分が、より効率よく、電線の表
面の酸化被膜を削ってクリーニングしながら、電線の表面に食い込む状態となる。これに
より、電線の表面において、電気抵抗を増大させる要因となる酸化被膜が効率よく削られ
た状態で圧着部の表面と電線の表面とが接触した状態が効率よく維持される。このため、
上記の構成によると、電線と圧着部との間の電気抵抗が増大してしまうことをより効率よ
く抑制することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、電線と圧着部との間の電気抵抗の増大を抑制でき、製造上及び品質管
理上の負担の増大も抑制することができる、圧着端子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る圧着端子を示す斜視図である。
【図２】圧着端子の圧着部における断面を拡大して示す図である。
【図３】圧着端子の圧着部の表面における一部の断面について模式的に拡大して示す図で
ある。
【図４】圧着端子の圧着部の表面を撮影したＳＥＭ写真の画像を示す図である。
【図５】比較例に係る圧着端子の表面を撮影したＳＥＭ写真の画像を示す図である。
【図６】比較例に係る圧着端子が接続された電線に外力が作用した際における電気抵抗の
経時変化を示す図である。
【図７】本発明の実施例に係る圧着端子が接続された電線に外力が作用した際における電
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気抵抗の経時変化を示す図である。
【図８】比較例に係る圧着端子に対して行った試験の結果を示す図であって、熱衝撃試験
による導電性確認試験の結果を示す図である。
【図９】本発明の実施例に係る圧着端子に対して行った試験の結果を示す図であって、熱
衝撃試験による導電性確認試験の結果を示す図である。
【図１０】本発明の実施例に係る圧着端子に対して行った試験の結果を示す図であって、
湿度試験による導電性確認試験の結果を示す図である。
【図１１】本発明の実施例に係る圧着端子に対して行った試験の結果を示す図であって、
高温試験による導電性確認試験の結果を示す図である。
【図１２】本発明の実施例に係る圧着端子に対して行った試験の結果を示す図であって、
硫化水素ガス試験による導電性確認試験の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しつつ説明する。尚、本発明は
、電線の端部にかしめられて圧着される圧着端子として、種々の用途に広く適用すること
ができるものである。
【００２０】
［圧着端子の全体構成］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る圧着端子１を示す斜視図である。圧着端子１は、
電線１００の端部にかしめられて圧着される端子として構成されている。尚、図１におい
ては、電線１００の端部に圧着された状態の圧着端子１が図示されている。
【００２１】
　圧着端子１が圧着される電線１００は、アルミニウム製の電線又はアルミニウム合金製
の電線として構成されている。電線１００は、アルミニウム製又はアルミニウム合金製の
導体である心線１００ａが複数束ねられ又は複数撚られた状態の電線として構成されてい
る。電線１００には、その外周に、樹脂等の絶縁性材料で構成された絶縁被覆部１０１が
設けられている。即ち、電線１００の周囲は、絶縁被覆部１０１で被覆されている。
【００２２】
　電線１００の周囲に絶縁被覆部１０１が被覆されることで、被覆電線１０２が構成され
ている。被覆電線１０２の端部においては、絶縁被覆部１０１が除去されている。即ち、
被覆電線１０２の端部においては、電線１００の端部が絶縁被覆部１０１の端部から露出
している。尚、図１においては、被覆電線１０２については、その一部のみが図示されて
おり、圧着端子１に接続される端部およびその近傍の部分のみが図示されている。
【００２３】
　図２は、圧着端子１の端子本体部１１の圧着部１３における断面を拡大して示す図であ
る。尚、図２は、圧着端子１が接続される電線１００の長手方向に対して略垂直な断面に
おける断面図である。また、図２においては、電線１００に圧着された状態の圧着端子１
の圧着部１３における断面図が図示されている。図１及び図２に示すように、圧着端子１
は、端子本体部１１と、端子本体部１１の表面に被覆された下地めっき層２１、ポーラス
めっき層２２、及び表層めっき層１４と、を備えている。
【００２４】
　端子本体部１１は、導体としての金属材料で形成され、例えば、リン青銅などの銅合金
によって形成されている。端子本体部１１は、接続部１２、圧着部１３、及び固定部１４
を有して構成されている。接続部１２、圧着部１３、及び固定部１４は、一体に設けられ
ている。
【００２５】
　接続部１２は、端子本体部１１において、電線１００の端部に圧着される側の端部とは
反対側の端部に設けられている。そして、接続部１２は、端子本体部１１において、相手
側の端子（図示省略）に対して接続される部分として設けられている。尚、本実施形態に
おいて圧着端子１に接続される上記の相手側の端子は、例えば、板状に細長く延びる端子
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として構成される。
【００２６】
　接続部１２には、上記の相手側の端子が挿入される開口１２ａが設けられている。開口
１２ａは、端子本体部１１の端部において接続部１２を構成している板状の部分の両縁部
分のそれぞれが、略２７０度近くに亘って巻かれるように内側に向かって折り曲げられる
ことで、形成されている。また、接続部１２における開口１２ａの内側には、接点部１２
ｂが設けられている。接点部１２ｂは、接続部１２における開口１２ａの内側で盛り上が
った板状の部分として設けられている。そして、接点部１２ｂは、開口１２ａから挿入さ
れる上記の相手側の端子に対して電気的に接続される部分として設けられている。
【００２７】
　圧着部１３は、端子本体部１１において、電線１００の端部にかしめられて圧着される
部分として設けられている。圧着部１３は、接続部１２と固定部１４との間に設けられて
いる。圧着部１３は、端子本体部１１において圧着部１３を構成している板状の部分の両
縁部分のそれぞれが、略２７０度近くに亘って巻かれるように内側に向かって折り曲げら
れるとともに、上記の両縁部分が互いに接触した状態に形成されている。これにより、圧
着部１３は、電線１００の端部の外周にかしめられて圧着される筒状の部分として設けら
れる。
【００２８】
　固定部１４は、被覆電線１０２における絶縁被覆部１０１の端部にかしめられて固定さ
れる部分として設けられている。固定部１４は、端子本体部１１において、接続部１２と
は反対側の端部に設けられている。よって、圧着端子１は、圧着部１３において被覆電線
１０２における電線１００の端部に圧着されて固定され、固定部１４において被覆電線１
０２における絶縁被覆部１０１の端部に固定されている。
【００２９】
［めっき層］
　図３は、圧着端子１の圧着部１３の表面における一部の断面について模式的に拡大して
示す図である。尚、図３は、圧着部１３が電線１００に圧着された際に圧着部１３におい
て電線１００に対して電気的に接続される部分の表面の近傍における一部の断面を模式的
に拡大して示している。
【００３０】
　図２及び図３に示すように、圧着端子１には、端子本体部１１の表面を被覆するめっき
層として、下地めっき層２１、ポーラスめっき層２２、及び表層めっき層１４が設けられ
ている。
【００３１】
　下地めっき層２１は、端子本体部１１の表面を被覆するように形成されためっき層とし
て設けられている。下地めっき層２１は、端子本体部１１の表面を全体に亘って被覆する
ように形成されている。そして、下地めっき層１２は、本体部１１の表面に対して、例え
ば、Ｎｉ（ニッケル）又はＮｉ合金が被覆されることで形成されている。下地めっき層２
１は、例えば、電気めっきプロセスにより形成される。尚、下地めっき層２１は、無電解
めっきプロセスによって形成されてもよい。また、下地めっき層２１は、例えば、平均厚
み寸法が１．０～２．０μｍ程度の厚みのめっき層として形成される。
【００３２】
　ポーラスめっき層２２は、下地めっき層２１の表面の少なくとも一部を被覆するように
形成される。より具体的には、図２に示すように、ポーラスめっき層２２は、少なくとも
、圧着部１３を被覆する下地めっき層２１の表面であって圧着部１３が電線１００に圧着
された際に圧着部１３において電線１００に対して電気的に接続される部分を被覆するよ
うに設けられている。
【００３３】
　また、図３に示すように、ポーラスめっき層２２は、穴及び空隙の少なくともいずれか
として設けられたポーラス構造２２ａが分散して形成された多孔質体として構成されてい
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る。また、ポーラスめっき層２２を形成する金属は、例えば、Ｎｉ（ニッケル）又はＮｉ
合金として構成されている。ポーラスめっき層２２は、例えば、平均厚み寸法が０．５～
２．０μｍ程度の厚みのめっき層として形成される。
【００３４】
　ポーラスめっき層２２は、種々の公知の方法により形成することができる。例えば、ポ
ーラスめっき層２２を電気めっきプロセスによって形成する際に、下地めっき層２１の表
面に樹脂などの疎水性の微粒子を分散して配置する方法を用いることができる。これによ
り、導電部と絶縁部との境界部で過電圧を生じさせて微細な水素ガスを多数発生させ、こ
れらの泡をとりこむようにめっき層を析出させる方法を用いることができる。
【００３５】
　また、異種金属の粉末を混合してポーラスめっき層２２の素材金属以外の金属を溶出さ
せる方法を用いることができる。この場合、まず、下地めっき層２１の表面において、ポ
ーラスめっき層２２の素材金属の粉末と、この素材金属よりも融点が低い他の金属の粉末
とを混合して固化させる。そして、その後、低融点の金属を溶出させてポーラスめっき層
２２を形成する方法を用いることができる。
【００３６】
　また、スパッタリング法を用いることでポーラスめっき層２２を形成してもよい。この
場合、スパッタリングによって、下地めっき層２１の表面をターゲットとして、ポーラス
めっき層２２の素材金属と炭素との混合体を蒸着させる。これにより、下地めっき層２１
の表面に、ポーラスめっき層２２の素材金属と炭素との混合膜を形成する。そして、その
混合膜を空気等の酸化性雰囲気中にて加熱することによって、多孔質体としてのポーラス
めっき層２２を形成してもよい。
【００３７】
　また、ポーラスめっき層２２を電気めっきプロセスによって形成する際に、ポーラスめ
っき層２２の素材金属の塩の水溶液中に、炭素或いは樹脂を浮遊又は融解させておく方法
を用いることができる。上記の条件下で、電気めっきプロセスを実行することにより、形
成されるめっき層中に炭素粉末或いは樹脂粉末が取り込まれることになる。そして、めっ
き層中に取り込まれた炭素粉末或いは樹脂粉末を加熱処理によって分解或いは消失させる
ことによって、多孔質体としてのポーラスめっき層２２を形成してもよい。
【００３８】
　尚、前述のように、本実施形態では、圧着部１３において、下地めっき層２１及びポー
ラスめっき層２２を形成する金属が、いずれも、Ｎｉ又はＮｉ合金として構成されている
。よって、本実施形態では、例えば、下地めっき層２１及びポーラスめっき層２２が、と
もに、Ｎｉで形成される。又は、下地めっき層２１及びポーラスめっき層２２が、ともに
、Ｎｉ合金で形成される。或いは、下地めっき層２１及びポーラスめっき層２２の一方が
Ｎｉで形成されて他方がＮｉ合金で形成される。
【００３９】
　上記のように、本実施形態では、下地めっき層２１とポーラスめっき層２２とが、同じ
種類の金属（Ｎｉ）によって形成され、又は、同じ種類の金属の合金（Ｎｉ合金）によっ
て形成され、或いは、一方が所定の金属（Ｎｉ）によって形成されるとともに他方がその
金属を含む合金（Ｎｉ合金）によって形成されている。このため、下地めっき層２１とポ
ーラスめっき層２２との間において、電池の形成が抑制され、腐食の発生が抑制される。
【００４０】
　表層めっき層２３は、ポーラスめっき層２２の表面を被覆するように形成される。よっ
て、図２に示すように、表層めっき層２３は、圧着部１３を被覆する下地めっき層２１を
更に被覆するポーラスめっき層２２の表面であって圧着部１３が電線１００に圧着された
際に圧着部１３において電線１００に対して電気的に接続される部分を被覆するように設
けられている。
【００４１】
　また、表層めっき層２３は、ポーラスめっき層２２の表面に対して、例えば、Ａｕ（金
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）又はＡｕ合金が被覆されることで形成されている。表層めっき層２３は、例えば、電気
めっきプロセスにより形成される。尚、表層めっき層２３は、無電解めっきプロセスによ
って形成されてもよい。また、表層めっき層２３は、厚みの薄い薄膜状のめっき層として
、即ち、フラッシュめっき層として形成され、例えば、０．０５～０．５μｍ程度の厚み
のめっき層として形成される。
【００４２】
［表面観察結果］
　次に、圧着端子１と同様の形状の圧着端子を作製し、圧着部において被覆したポーラス
めっき層の表面の観察を行った。圧着部に被覆したポーラスめっき層の表面を観察するた
めに作製した圧着端子（以下、「圧着端子１ａ」と称する）については、下地めっき層２
１に対応する下地めっき層と、ポーラスめっき層２２に対応するポーラスめっき層とを形
成し、表層めっき層は形成しなかった。即ち、圧着端子１ａについては、端子本体部の表
面の全体に亘って下地めっき層を形成し、圧着部に被覆された下地めっき層の表面にポー
ラスめっき層を形成した。圧着端子１ａの下地めっき層及びポーラスめっき層を形成する
金属は、いずれもＮｉとした。
【００４３】
　また、圧着端子１ａの圧着部におけるポーラスめっき層の表面の観察は、ＳＥＭ（Ｓｃ
ａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：走査型電子顕微鏡）を用いて
行った。図４は、圧着端子１ａの圧着部の表面を撮影したＳＥＭ写真の画像を示す図であ
る。尚、図４のＳＥＭ写真中において示されている目盛及び２０．０μｍの表示は、拡大
された実際の寸法を表示している。図４のＳＥＭ写真中において示された１０個の目盛間
隔の合計の長さ寸法が、２０．０μｍとなる。
【００４４】
　また、圧着端子１ａとの比較のため、端子本体部の表面の全体に亘ってＳｎ（錫）めっ
きを施した比較例に係る圧着端子（以下、「圧着端子２」と称する）を作製し、圧着端子
２の表面のＳＥＭ観察を行った。図５は、比較例に係る圧着端子２の表面を撮影したＳＥ
Ｍ写真の画像を示す図である。尚、図５のＳＥＭ写真中において示されている目盛及び２
０．０μｍの表示は、拡大された実際の寸法を表示している。図５のＳＥＭ写真中におい
て示された１０個の目盛間隔の合計の長さ寸法が、２０．０μｍとなる。
【００４５】
　図４に示すように、圧着端子１ａの圧着部の表面において被覆されたポーラスめっき層
においては、穴及び空隙の少なくともいずれかとして設けられたポーラス構造が分散して
形成されている。一方、図５に示すように、比較例に係る圧着端子２の表面において被覆
されたＳｎめっき層においては、筋状の模様がみられる平坦なめっき表面が形成されてい
る。
【００４６】
［効果検証試験結果］
　次に、本発明の効果を検証するために行った検証試験の結果について説明する。検証試
験では、本発明の実施例として、前述の実施形態の圧着端子１に対応する実施例に係る圧
着端子（以下、「圧着端子１ｂ」と称する）を作製した。
【００４７】
　本発明の実施例に係る圧着端子１ｂにおいては、端子本体部１１の表面の全体に亘って
下地めっき層２１としてＮｉめっき層を形成した。そして、圧着端子１ｂの圧着部１３に
被覆された下地めっき層２１の表面にポーラスめっき層２２としてＮｉめっき層を形成し
、そのポーラスめっき層２２の表面に表層めっき層２３として厚さ０．０６μｍのＡｕめ
っき層を形成した。
【００４８】
　また、検証試験においては、実施例の圧着端子１ｂと比較するため、比較例に係る圧着
端子（以下、「圧着端子３」と称する）を作製した。比較例に係る圧着端子３については
、ポーラスめっき層２２が設けられていない圧着端子として作製した。即ち、圧着端子３
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においては、端子本体部１１の表面の全体に亘って下地めっき層２１に対応するＮｉめっ
き層を形成し、圧着部１３には、ポーラスめっき層２２に対応するめっき層の形成は行わ
なかった。そして、圧着端子３においては、圧着部１３に被覆されたＮｉめっき層の表面
に厚さ０．０６μｍのＡｕめっき層を形成した。
【００４９】
　尚、実施例に係る圧着端子１ｂ及び比較例に係る圧着端子３のいずれにおいても、圧着
部１３を電線１００に圧着した状態における圧着部１３の高さ寸法（ｃｒｉｍｐ　ｈｅｉ
ｇｈｔ）は同一の寸法とした。具体的には、圧着端子１ｂ及び圧着端子３のいずれにおい
ても、圧着部１３を電線１００に圧着した状態における圧着部１３の高さ寸法を０．９５
ｍｍとした。
【００５０】
　検証試験としては、圧着端子が接続された電線に外力が作用した際における電気抵抗の
経時変化を確認する試験と、熱衝撃試験、湿度試験、高温試験、及び硫化水素ガス試験の
各試験による導電性確認試験と、を行った。
【００５１】
　図６は、比較例に係る圧着端子３が接続された電線に外力が作用した際における電気抵
抗の経時変化を示す図である。図７は、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂが接続された
電線に外力が作用した際における電気抵抗の経時変化を示す図である。図６に試験結果を
示す実験においては、電線に接続された圧着端子３を相手側の端子に接続し、電線を揺動
させるようにして電線に外力を作用させながら、圧着端子３に通電し、圧着端子３の電気
抵抗の抵抗値（ｍΩ）の経時変化を測定した。
【００５２】
　同様に、図７に試験結果を示す実験においては、電線に接続された圧着端子１ｂを相手
側の端子に接続し、電線を揺動させるようにして電線に外力を作用させながら、圧着端子
１ｂに通電し、圧着端子１ｂの電気抵抗の抵抗値（ｍΩ）の経時変化を測定した。尚、図
６及び図７においては、電線を揺動させる外力の付加を開始してからの経過時間（ｓｅｃ
）に対する電気抵抗の抵抗値の変化が示されている。
【００５３】
　図６に示すように、比較例に係る圧着端子３の場合、電線を揺動させるようにして電線
に外力を作用させると、抵抗値が大きく変動し、不安定な挙動を示すことが確認された。
一方、図７に示すように、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの場合、電線を揺動させる
ようにして電線に外力を作用させた場合であっても、抵抗値がほとんど変動することがな
く、非常に安定した挙動を示すことが確認された。
【００５４】
　図８は、比較例に係る圧着端子３に対して行った試験の結果を示す図であって、熱衝撃
試験による導電性確認試験の結果を示す図である。図９は、本発明の実施例に係る圧着端
子１ｂに対して行った試験の結果を示す図であって、熱衝撃試験による導電性確認試験の
結果を示す図である。
【００５５】
　図８に試験結果を示す熱衝撃試験による導電性確認試験においては、比較例に係る圧着
端子３の試験片として、Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．３の３つの試験片を作製し、各試験
片に対して、同じ試験を行った。同様に、図９に試験結果を示す熱衝撃試験による導電性
確認試験においても、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片として、Ｎｏ．１、Ｎ
ｏ．２、Ｎｏ．３の３つの試験片を作製し、各試験片に対して、同じ試験を行った。
【００５６】
　また、図８に結果を示す導電性確認試験における熱衝撃試験では、－５５℃から８５℃
の範囲で温度が変化する熱サイクル（－５５℃の温度に３０分間設定され、８５℃の温度
に３０分間設定される温度パターンの熱サイクル）を２５サイクル、５０サイクル、１０
０サイクル、５００サイクルそれぞれ繰り返す環境に試験片をさらした。そして、電線に
接続された圧着端子３の各試験片を相手側の端子に接続し、各試験片に通電し、各試験片
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の電気抵抗の抵抗値（ｍΩ）を測定した。また、抵抗値の測定は、熱衝撃試験を行う前の
各試験片と、上記の熱サイクルが上記の各サイクル数繰り返された環境にさらされた状態
の各試験片と、に対して行った。尚、熱衝撃試験を行う前の各試験片の抵抗値の測定結果
については、図８中において「初期」の抵抗値として示している。
【００５７】
　一方、図９に結果を示す導電性確認試験における熱衝撃試験では、上記と同じ温度パタ
ーンにて－５５℃から８５℃の範囲で温度が変化する熱サイクルを５０サイクル、１００
サイクル、２００サイクル、５００サイクル、１０００サイクル、２０００サイクル、３
０００サイクル、３９００サイクル、５２５０サイクルそれぞれ繰り返す環境に試験片を
さらした。そして、電線に接続された圧着端子１ｂの各試験片を相手側の端子に接続し、
各試験片に通電し、各試験片の電気抵抗の抵抗値（ｍΩ）を測定した。また、抵抗値の測
定は、熱衝撃試験を行う前の各試験片と、上記の熱サイクルが上記の各サイクル数繰り返
された環境にさらされた状態の各試験片と、に対して行った。尚、熱衝撃試験を行う前の
各試験片の抵抗値の測定結果については、図９中において「初期」の抵抗値として示して
いる。
【００５８】
　図８に示すように、比較例に係る圧着端子３の試験片の場合、サイクル数が増大するに
つれて、抵抗値が著しく上昇する傾向が示された。そして、熱サイクルが５００サイクル
繰り返された環境にさらされた試験片については、約４００ｍΩから約１０００ｍΩ程度
と非常に高い値まで抵抗値が増大してしまうことが確認された。また、比較例に係る圧着
端子３の試験片の場合、抵抗値が大きく変動し、不安定な挙動を示すことも確認された。
【００５９】
　一方、図９に示すように、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片の場合、サイク
ル数が増大しても、抵抗値があまり上昇することなく、抵抗値が非常に安定していること
が確認された。また、熱サイクルが５２５０サイクル繰り返された極端に苛酷な環境にさ
らされた試験片であっても、約２０ｍΩから約２５ｍΩ程度までしか抵抗値が上昇しない
ことが確認された。よって、実施例に係る圧着端子１ｂの場合、長期間に亘って極端に苛
酷な環境にさらされた場合であっても、抵抗値の変化が非常に少なく、抵抗値の増大が非
常に効率よく抑制され、良好な導電性が維持されることが確認された。
【００６０】
　図１０は、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂに対して行った試験の結果を示す図であ
って、湿度試験による導電性確認試験の結果を示す図である。図１０に試験結果を示す湿
度試験による導電性確認試験においては、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片と
して、Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．３の３つの試験片を作製し、各試験片に対して、同じ
試験を行った。
【００６１】
　また、図１０に結果を示す導電性確認試験における湿度試験では、温度が４０℃±２℃
で湿度が９０％～９５％の環境に２４０時間、１２００時間、２５００時間のそれぞれの
時間に亘って試験片をさらした。そして、電線に接続された圧着端子１ｂの各試験片を相
手側の端子に接続し、各試験片に通電し、各試験片の電気抵抗の抵抗値（ｍΩ）を測定し
た。また、抵抗値の測定は、湿度試験を行う前の各試験片と、上記の高湿度環境に上記の
各時間に亘ってさらされた状態の各試験片と、に対して行った。尚、湿度試験を行う前の
各試験片の抵抗値の測定結果については、図１０中において「初期」の抵抗値として示し
ている。
【００６２】
　図１０に示すように、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片は、高湿度環境にさ
らされる時間が増大しても、抵抗値があまり上昇することなく、抵抗値が小さい状態のま
ま非常に安定していることが確認された。また、高湿度環境に１２００時間から２５００
時間に亘ってさらされた極端に苛酷な条件で試験が行われた試験片であっても、約１５ｍ
Ωから約１７ｍΩ程度までしか抵抗値が上昇しないことが確認された。そして、その際の
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抵抗値の上昇分も約１～３ｍΩ程度しかないことが確認された。よって、実施例に係る圧
着端子１ｂの場合、長期間に亘って極端に苛酷な環境にさらされた場合であっても、抵抗
値の変化が非常に少なく、抵抗値の増大が非常に効率よく抑制され、良好な導電性が維持
されることが確認された。
【００６３】
　図１１は、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂに対して行った試験の結果を示す図であ
って、高温試験による導電性確認試験の結果を示す図である。図１１に試験結果を示す高
温試験による導電性確認試験においては、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片と
して、Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．３の３つの試験片を作製し、各試験片に対して、同じ
試験を行った。
【００６４】
　また、図１１に結果を示す導電性確認試験における高温試験では、温度が８５℃±２℃
の環境に２４０時間、１２００時間、２５００時間のそれぞれの時間に亘って試験片をさ
らした。そして、電線に接続された圧着端子１ｂの各試験片を相手側の端子に接続し、各
試験片に通電し、各試験片の電気抵抗の抵抗値（ｍΩ）を測定した。また、抵抗値の測定
は、高温試験を行う前の各試験片と、上記の高温環境に上記の各時間に亘ってさらされた
状態の各試験片と、に対して行った。尚、高温試験を行う前の各試験片の抵抗値の測定結
果については、図１１中において「初期」の抵抗値として示している。
【００６５】
　図１１に示すように、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片は、高温環境にさら
される時間が増大しても、抵抗値があまり上昇することなく、抵抗値が非常に安定してい
ることが確認された。また、高温環境に１２００時間から２５００時間に亘ってさらされ
た極端に苛酷な条件で試験が行われた試験片であっても、約１５ｍΩから約１７ｍΩ程度
までしか抵抗値が上昇しないことが確認された。そして、その際の抵抗値の上昇分も約１
～３ｍΩ程度しかないことが確認された。よって、実施例に係る圧着端子１ｂの場合、長
期間に亘って極端に苛酷な環境にさらされた場合であっても、抵抗値の変化が非常に少な
く、抵抗値の増大が非常に効率よく抑制され、良好な導電性が維持されることが確認され
た。
【００６６】
　図１２は、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂに対して行った試験の結果を示す図であ
って、硫化水素ガス試験による導電性確認試験の結果を示す図である。図１２に試験結果
を示す硫化水素ガス試験による導電性確認試験においては、本発明の実施例に係る圧着端
子１ｂの試験片として、Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．３の３つの試験片を作製し、各試験
片に対して、同じ試験を行った。
【００６７】
　また、図１１に結果を示す導電性確認試験における硫化水素ガス試験では、硫化水素濃
度が３ｐｐｍ±１ｐｐｍ、温度が４０℃±２℃、湿度が８０％±５％の環境に９６時間、
２４０時間、１２００時間のそれぞれの時間に亘って試験片をさらした。そして、電線に
接続された圧着端子１ｂの各試験片を相手側の端子に接続し、各試験片に通電し、各試験
片の電気抵抗の抵抗値（ｍΩ）を測定した。また、抵抗値の測定は、硫化水素ガス試験を
行う前の各試験片と、上記の硫化水素ガス環境に上記の各時間に亘ってさらされた状態の
各試験片と、に対して行った。尚、硫化水素ガス試験を行う前の各試験片の抵抗値の測定
結果については、図１２中において「初期」の抵抗値として示している。
【００６８】
　図１２に示すように、本発明の実施例に係る圧着端子１ｂの試験片は、硫化水素ガス環
境にさらされる時間が増大しても、抵抗値があまり上昇することなく、抵抗値が非常に安
定していることが確認された。また、硫化水素ガス環境に１２００時間に亘ってさらされ
た極端に苛酷な条件で試験が行われた試験片であっても、約１５ｍΩ程度までしか抵抗値
が上昇しないことが確認された。そして、その際の抵抗値の上昇分も１ｍΩ未満しかない
ことが確認された。よって、実施例に係る圧着端子１ｂの場合、長期間に亘って極端に苛
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酷な環境にさらされた場合であっても、抵抗値の変化が非常に少なく、抵抗値の増大が非
常に効率よく抑制され、良好な導電性が維持されることが確認された。
【００６９】
［本発明の実施形態の作用効果］
　本発明の実施形態によると、ポーラス構造が分散して形成された多孔質体として構成さ
れたポーラスめっき層２２が、少なくとも、圧着部１３を被覆する下地めっき層２１の表
面を被覆するように設けられる。このため、圧着部１３の表面には、ポーラスめっき層２
２の凹凸構造が非常に多く存在している。そして、圧着部１３が電線１００の端部にかし
められて圧着される際、上記の多数の凹凸構造におけるエッジ状の部分が、電線１００の
表面の酸化被膜を削ってクリーニングしながら、電線１００の表面に食い込む状態となる
。このため、電線１００の表面において、電気抵抗を増大させる要因となる酸化被膜が削
られた状態で圧着部１３の表面と電線１００の表面とが接触した状態が維持されるため、
電気抵抗が増大してしまうことを抑制することができる。更に、上記の多数の凹凸構造が
、アルミニウム製又はアルミニウム合金製の電線１００の表面に食い込む状態となるため
、電線材料の冷間流れの発生を効率よく抑制することができる。よって、電線材料の冷間
流れの発生によって電線１００と圧着部１３との間の圧着力が時間経過とともに低下して
電線１００と圧着部１３との間の電気抵抗が大きくなってしまうことを、効率よく抑制す
ることができる。
【００７０】
　また、本発明の実施形態によると、ポーラスめっき層における多数の凹凸構造が、アル
ミニウム製又はアルミニウム合金製の電線１００の表面の酸化被膜を破壊して酸化被膜の
内側の母材金属により確実に食い込んで接触する状態となるため、電気抵抗を容易に安定
化させることができる。
【００７１】
　また、本発明の実施形態によると、ポーラスめっき層２２における多数の凹凸構造が、
電線１００の表面に食い込む状態となるため、圧着部１３における電線１００の保持力を
向上させることができる。これにより、圧着端子１を電線１００の端部により強固に安定
して固定することができる。
【００７２】
　また、本発明の実施形態によると、圧着部１３を被覆する下地めっき層２１の表面を被
覆するようにポーラスめっき層２２を設けることで、電線１００と圧着部１３との間の電
気抵抗の増大を抑制できる上記の多数の凹凸構造を、容易に形成することができる。この
ため、製造上の負担の増大を抑制することができる。更に、圧着部１３を被覆する下地め
っき層２１の表面を被覆するようにポーラスめっき層２２を設けるため、先行技術におい
て開示された圧着端子のような複雑な形状の端子表面を形成するための金型もそもそも不
要となる。このため、金型の経時的な劣化による品質低下の防止のための品質管理上の負
担もそもそも生じない。よって、品質管理上の負担の増大を抑制することができる。
【００７３】
　従って、本発明の実施形態によると、電線１００と圧着部１３との間の電気抵抗の増大
を抑制でき、製造上及び品質管理上の負担の増大も抑制することができる、圧着端子１を
提供することができる。
【００７４】
　また、本発明の実施形態によると、ポーラスめっき層２２を形成する金属が、硬度の高
いＮｉ又はＮｉ合金として構成される。このため、圧着部１３が電線１００の端部にかし
められて圧着される際、ポーラスめっき層２２における多数の凹凸構造におけるエッジ状
の部分が、より効率よく、電線１００の表面の酸化被膜を削ってクリーニングしながら、
電線１００の表面に食い込む状態となる。これにより、電線１００の表面において、電気
抵抗を増大させる要因となる酸化被膜が効率よく削られた状態で圧着部１３の表面と電線
１００の表面とが接触した状態が効率よく維持される。このため、本発明の実施形態によ
ると、電線１００と圧着部１３との間の電気抵抗が増大してしまうことをより効率よく抑
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制することができる。
【００７５】
［変形例］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるも
のではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なものである。例
えば、次のように変更して実施してもよい。
【００７６】
（１）上述の実施形態では、ポーラスめっき層が、圧着部の表面においてのみ設けられて
いる形態を例にとって説明したが、必ずしもこの通りでなくてもよい。ポーラスめっき層
が、端子本体部の表面において、圧着部の表面に加え、圧着部以外の部分の表面にも設け
られている形態が実施されてもよい。
【００７７】
（２）前述の実施形態では、ポーラスめっき層の表面に表層めっき層が設けられた形態を
例にとって説明したが、必ずしもこの通りでなくてもよい。ポーラスめっき層の表面に表
層めっき層が設けられていない形態が実施されてもよい。
【００７８】
（３）前述の実施形態では、表層めっき層が、ポーラスめっき層の表面に対してＡｕ（金
）又はＡｕ合金が被覆されることで形成された形態を例にとって説明したが、この通りで
なくてもよい。表層めっき層は、Ａｕ又はＡｕ合金以外の金属が、ポーラスめっき層の表
面に対して、薄いフラッシュめっき層として被覆されることで、形成されてもよい。例え
ば、表層めっき層は、Ｓｎ（錫）又はＳｎ合金以外の金属が、ポーラスめっき層の表面に
対して、薄い（例えば、０．３μｍ以下）フラッシュめっき層として被覆されることで、
形成されてもよい。
【００７９】
（４）前述の実施形態では、下地めっき層及びポーラスめっき層を形成する金属が、いず
れも、Ｎｉ又はＮｉ合金として構成されている形態を例にとって説明したが、必ずしもこ
の通りでなくてもよい。即ち、下地めっき層及びポーラスめっき層を形成する金属が、Ｎ
ｉ及びＮｉ合金以外の金属として構成されている形態が実施されてもよい。
【００８０】
（５）前述の実施形態では、ポーラスめっき層を形成する際に用いる方法として、（ａ）
電気めっきプロセスによって形成する際に、下地めっき層の表面に樹脂などの疎水性の微
粒子を分散して配置する方法、（ｂ）異種金属の粉末を混合してポーラスめっき層の素材
金属以外の金属を溶出させる方法、（ｃ）スパッタリング法を用いる方法、（ｄ）電気め
っきプロセスによって形成する際に、ポーラスめっき層の素材金属の塩の水溶液中に、炭
素或いは樹脂を浮遊又は融解させておく方法、等の方法を例示したが、これらの方法以外
の方法を用いてポーラスめっき層を成してもよい。例えば、レーザー照射を用いる方法に
よって、ポーラスめっき層を形成してもよい。この場合、例えば、下地めっき層（例えば
、Ｎｉめっき層）を形成する際に、あわせて、下地めっき層と同種の金属（例えば、Ｎｉ
）で、下地めっき層の表面にポーラスめっき層の素材となるめっき層を形成し、次いで、
このポーラスめっき層の素材となるめっき層に対してレーザー照射によってポーラス構造
を形成し、ポーラスめっき層を形成してもよい。
【００８１】
（６）前述の実施形態では、圧着端子が圧着される電線が、アルミニウム製の電線又はア
ルミニウム合金製の電線である形態を例にとって説明したが、必ずしもこの通りでなくて
もよい。即ち、圧着端子が圧着される電線の材料は、アルミニウム及びアルミニウム合金
以外の金属材料であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は、電線の端部にかしめられて圧着される圧着端子に関して、広く適用すること
ができるものである。



(14) JP 6514031 B2 2019.5.15

10

【符号の説明】
【００８３】
１　　　　　　　　　　　圧着端子
１１　　　　　　　　　　端子本体部
１２　　　　　　　　　　接続部
１３　　　　　　　　　　圧着部
１４　　　　　　　　　　固定部
２１　　　　　　　　　　下地めっき層
２２　　　　　　　　　　ポーラスめっき層
２２ａ　　　　　　　　　ポーラス構造
２３　　　　　　　　　　表層めっき層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(17) JP 6514031 B2 2019.5.15

【図１１】 【図１２】



(18) JP 6514031 B2 2019.5.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－１９３０７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－０４８０７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１２９８８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｒ　　　４／１８　　　　
              Ｈ０１Ｒ　　　４／６２
              Ｈ０１Ｒ　　１３／０３
              Ｃ２５Ｄ　　　５／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

